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介
護
保
険
制
度
は
、
住
民
の
皆
さ
ん

が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
つ
ま
で
も
健

や
か
に
暮
ら
せ
る
よ
う
、
ま
た
介
護
が

必
要
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
生
活
が
送

れ
る
よ
う
に
社
会
全
体
で
支
え
て
い
く

目
的
で
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

●
町
の
介
護
保
険
事
業
計
画

　
町
の
介
護
保
険
事
業
は
、
平
成
12
年

に
制
度
が
始
ま
っ
て
以
来
３
年
ご
と
に

「
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
及
び
介
護
保

険
事
業
計
画
」を
定
め
、
そ
の
計
画
に

基
づ
い
て
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
回
、
高
齢
者
を
取
り
巻
く
状
況
の

変
化
や
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
新
た

に
令
和
６
年
度
か
ら
８
年
度
の
３
年
間

の
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
の
で
、
主
な

概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

介
護
保
険
料
は
、
介
護
保
険
事
業
計

画
策
定
ご
と
に
見
直
し
し
て
い
ま
す
。

●
事
業
費
総
額
約
39
・
２
億
円
へ

高
齢
者
人
口
の
推
移
と
介
護
サ
ー
ビ

ス
利
用
の
状
況
や
需
要
を
見
据
え
、
必

要
な
サ
ー
ビ
ス
量
を
推
計
し
た
結
果
、

計
画
期
間
中
の
３
年
間
に
必
要
な
保
険

給
付
費
な
ど
は
約
39
・
２
億
円
と
見
込

ん
で
い
ま
す
。

●
新
し
い
介
護
保
険
料
の
決
定

　

保
険
料
は
、
介
護
保
険
事
業
費
の

23
％
相
当
分
を
町
の
65
歳
以
上（
第
１

号
被
保
険
者
）の
人
の
保
険
料
で
ま
か

な
う
よ
う
計
算
し
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
の
預
金
で

あ
る
基
金
を
取
り
崩
す
こ
と
で
保
険

料
の
抑
制
に
努
め
、
基
準
額
を
年
額

６
９
，０
０
０
円
と
し
、
こ
の
基
準
額

を
基
に
所
得
に
応
じ
た
保
険
料
を
定
め

ま
し
た
。
本
計
画
で
は
、
所
得
段
階
区

分
を
今
ま
で
の
９
段
階
か
ら
13
段
階
に

細
分
化
し
低
所
得
者
の
負
担
軽
減
を
図

り
ま
す
。
な
お
、
第
１
か
ら
第
３
段
階

に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
一
部
を
国
・

県
・
町
が
負
担
す
る
軽
減
措
置
を
実
施

し
ま
す
。

み
ん
な
で
支
え
る
介
護
保
険

み
ん
な
で
支
え
る
介
護
保
険

　　

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

▼基本理念の実現に向け、４つの基本目標を設定し施策や事業を推進します。

　　　　　　　　健康づくり・介護予防に取り組みやすい環境づくり健康づくり・介護予防に取り組みやすい環境づくり
　一人一人が、それぞれの状況に合った健康づ
くりと介護予防に主体的に取り組みやすく、楽
しみながら活かせる環境をつくり、充実を図り
ます。

　　　　　　　　いきいきと暮らす・活動する地域づくりいきいきと暮らす・活動する地域づくり
　高齢者の知識・技術や経験を地域社会の中で活
かし、地域の担い手として活躍しやすい体制づく
りを推進し、それぞれの望む暮らし方や生きがい
のある暮らしの実現が図られるよう支援します。

　住み慣れた地域で安全に安心して暮らし続けられる
よう、地域ぐるみの仕組みづくりとその充実に努めま
す。また、暮らしを支える基盤としての医療体制の確
保と在宅医療、介護サービスの切れ目のない、一体的
な提供に努めます。

　介護保険サービスの充実・強化と円滑な実施を図
ります。在宅介護への支援と家族などの心身の負担
軽減、介護に関わりやすい環境づくりを推進します。
また、介護サービスの質向上、介護人材の確保、介
護の現場での作業生産性の向上の促進を図ります。

甘楽町「基準額」の

算出イメージ

群馬県

国

３年間の
介護保険事業費

　 第２号被保険者
 （40～64歳）の保険料

介護保険料基準額
＝年額69,000円
��（月額�5,750円）

令和６～８年度の第１号被保険者（65歳以上）の介護保険料
段階 対象者 保険料率 保険料（年額）

第１段階 生活保護を受けている人・世帯全員が町民税非課税で、
本人の「公的年金等収入＋合計所得金額」が80万円以下の人 0.285 19,665

第２段階 世帯全員が町民税非課税で、本人の
「公的年金等収入＋合計所得金額」が

80万円を超え120万円以下の人 0.485 33,465

第３段階 120万円を超える人 0.685 47,265

第４段階 本人が町民税非課税（同一世帯内に
町民税課税者がいる）で、本人の「公
的年金等収入＋合計所得金額」が

80万円以下の人 0.9 62,100

第５段階 80万円を超える人 1.0 【基準額】
69,000

第６段階

本人が町民税課税で、
合計所得金額が

120万円未満の人 1.2 82,800

第７段階 120万円以上210万円未満の人 1.3 89,700

第８段階 210万円以上320万円未満の人 1.5 103,500

第９段階 320万円以上420万円未満の人 1.7 117,300

第10段階 420万円以上520万円未満の人 1.9 131,100

第11段階 520万円以上620万円未満の人 2.1 144,900

第12段階 620万円以上720万円未満の人 2.3 158,700

第13段階 720万円以上の人 2.4 165,600

基本目標１

　　　　　　　　安全・安心に暮らし続けるための仕組みづくり安全・安心に暮らし続けるための仕組みづくり

　　　　　　　　介護保険制度の円滑な運営介護保険制度の円滑な運営

３年間の第１号３年間の第１号
被保険者数　被保険者数　
13,604人13,604人

第１号被保険者
（65歳以上）の

保険料

÷÷

約９億円約９億円
甘楽町高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画・介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
■
福
祉
課
介
護
保
険
係・地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
☎

（67）
５
１
８
２

＝＝
12.5％12.5％

25％25％

12.5％12.5％
23％23％

27％27％

●
保
険
料
決
定
の
通
知
に
つ
い
て

個
人
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
今
年
度
の

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
通
知
書
を
７
月

中
に
発
送
し
ま
す
。

基本目標２

基本目標３

基本目標４

基本基本
理念理念

安心して��いきいきと暮らせる��まちづくり
　－�共に支え合い　みんなでつくる　福祉のまち�－

約39.2億円 ９段階

13段階

計
画
の
基
本
的
な

枠
組
み
を
紹
介
す
る
よ

 計画書は町ホーム
ページに掲載して
います↓

保
険
料
引
き
下
げ

保
険
料
引
き
上
げ
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